
「入札参加資格喪失届」の登録手続について

■質疑区分の選択（受注者）
質疑一覧右上のプルダウンから質疑区分を選択します。質疑区分には「入札参加資格喪失届」を新しく追加します。
【初期表示時】現場説明

【プルダウン選択】

【プルダウン選択後】



■質問登録画面
質疑一覧から「登録画面へ」押下後、ID・パスワード又はICカードでログイン後、質問の登録画面へ遷移します。

【画面起動時】質疑区分：入札参加資格喪失届

①質疑表題
質疑区分が「入札参加資格喪失届」の場合は、「入札参加資格喪失届」を表示します。

②質問内容
⼊⼒欄に固定の様式を表⽰します。「○」で表記された箇所を修正して登録をします。
⼊⼒項⽬の内、「商号⼜は名称」「⼯事名」「⼯事番号」には、業者名と選択した対象⼯事の情報を初期表⽰させるため、修正は不要となります。

①

②

③



③注意書き
質疑区分が「入札参加資格喪失届」の場合に「入札参加資格喪失届は様式内の○の箇所を修正して提出してください。」を赤字で表示します。
他の質疑区分の場合は表示しません。

【登録確認画面】



【登録完了画⾯】

■発注者画面
【質疑一覧画面】

登録日時が開札日の前日午前１０

時までが有効となります。



【質問内容】


